
09
年
の
サ
ミ
ッ
ト
合
意
以
降

わ
が
国
で
も
対
応
が
進
展

　

２
０
０
９
年
の
Ｇ
20
ピ
ッ
ツ
バ
ー

グ
・
サ
ミ
ッ
ト
合
意
は
、
店
頭
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
規
制
・
監
督

の
枠
組
み
を
包
括
的
に
と
ら
え
よ
う

と
し
た
最
初
の
も
の
と
い
え
る
。
本

サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
清
算
機
関
を

通
じ
た
清
算
（
清
算
集
中
義
務
）、

取
引
情
報
蓄
積
機
関
へ
の
取
引
情
報

の
報
告
、
電
子
取
引
基
盤
に
よ
る
取

引
執
行
等
が
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し

て
、
11
年
の
Ｇ
20
カ
ン
ヌ
・
サ
ミ
ッ

ト
に
お
い
て
、
清
算
機
関
で
清
算
さ

れ
な
い
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

係
る
証
拠
金
規
制
（
以
下
、「
マ
ー

ジ
ン
規
制
」）
の
実
施
が
合
意
さ
れ

た
。

　

国
内
で
は
、
こ
の
国
際
合
意
に
対

応
す
る
か
た
ち
で
金
融
商
品
取
引
法

や
関
連
す
る
政
府
令
、
告
示
等
を
追

加
・
改
正
し
、
所
要
の
制
度
整
備
を

行
っ
て
き
て
い
る
（
全
体
像
は
図
表

参
照
）。

　

ま
ず
は
、
10
年
の
金
融
商
品
取
引

法
改
正
（
以
下
、「
10
年
改
正
金
商

法
」）
に
よ
り
、
12
年
11
月
に
清
算

集
中
義
務
を
開
始
し
、
対
象
指
標
を

Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
と
す
る
円
貨
建
て
金
利

ス
ワ
ッ
プ
と
Ｃ
Ｄ
Ｓ
（iTraxx 

Jap an

）
を
清
算
集
中
す
る
こ
と
を

求
め
、
14
年
７
月
に
は
対
象
指
標
を

Ｚ

－

Ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
と
す
る
円
貨
建
て

金
利
ス
ワ
ッ
プ
を
追
加
し
た
。
当
初
、

清
算
集
中
義
務
の
対
象
者
は
、
自
社

ま
た
は
グ
ル
ー
プ
会
社
が
日
本
証
券

ク
リ
ア
リ
ン
グ
機
構
（
以
下
、「
Ｊ

Ｓ
Ｃ
Ｃ
」）
の
清
算
参
加
者
で
あ
る

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
端
を
発
し
た
金
融
危
機
か
ら
早
く
も
10
年
が
た
と
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
間
、
種
々
の
規
制
が
国
際
的
に
導
入
さ
れ
て
お
り
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
規
制
は
、
そ

の
主
た
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
国
際
的
議
論
も
ふ
ま
え
て
わ
が
国
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
規
制
を
概
観
し
、今
後
の
展
望
を
簡
単
に
述
べ
る
。
と
く
に
、筆

者
が
市
場
課
に
勤
務
し
た
２
年
間
に
対
応
・
整
備
し
た
、
マ
ー
ジ
ン
規
制
、
外
国
清
算
機
関
へ
の

免
許
付
与
、
清
算
機
関
の
利
用
拡
大
と
そ
れ
に
伴
う
リ
ス
ク
管
理
の
強
化
を
中
心
に
概
説
す
る
。
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金
融
商
品
取
引
業
者
（
以
下
、「
金

商
業
者
」）
等
と
し
て
い
た
が
、
義

務
対
象
者
を
徐
々
に
拡
大
し
（
注
１
）、

現
時
点
で
は
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
の
想
定
元
本
３
０
０
０
億
円
以

上
の
金
商
業
者
等
ま
で
幅
広
く
対
象

と
し
て
い
る
（
注
２
）。

　

こ
の
ほ
か
、
12
年
11
月
か
ら
店
頭

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
取
引
情
報
の

保
存
を
義
務
付
け
、
13
年
４
月
か
ら

報
告
を
義
務
付
け
た
。
ま
た
、
15
年

９
月
に
円
貨
建
て
金
利
ス
ワ
ッ
プ

（
プ
レ
ー
ン
バ
ニ
ラ
型
）
取
引
に
関

し
て
電
子
取
引
基
盤
の
利
用
を
義
務

付
け
た
。

　

さ
ら
に
、
本
年
３
月
に
マ
ー
ジ
ン

規
制
が
最
終
化
さ
れ
、
本
年
９
月
以

降
、
取
引
規
模
に
応
じ
て
段
階
的
に

適
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
当
初
証

拠
金
に
つ
い
て
は
20
年
９
月
ま
で
の

段
階
的
適
用
と
な
る
が
、
変
動
証
拠

金
に
つ
い
て
は
来
年
３
月
に
は
清
算

集
中
義
務
と
同
じ
く
、
店
頭
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
の
想
定
元
本
３
０
０
０

億
円
以
上
の
金
商
業
者
等
を
対
象
と

し
て
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
（
さ
ら
に
、
３
０
０
０
億
円
未

満
の
金
商
業
者
等
に
つ
い
て
も
監
督

指
針
で
一
定
の
対
応
を
求
め
て
い
る
。

注
３
）。
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〔図表〕 店頭デリバティブ取引規制の導入状況と今後の見通し

（注） 　2016年６月現在

取引情報保存・
蓄積・報告義務

2012年 13年 14年 15年 16年～（新たなフェーズ）

適用除外告示

外国清算機関

ＪＳＣＣ
取扱商品
拡大

電子取引基盤

非清算集中
取引に係る
マージン規制

清
算
集
中
義
務

対
象
商
品

対
象
者

【12. 10 ～】
●  円建てＩＲＳ
（LIBOR）
【11.７～】
●  ＣＤＳ
（iTraxx Japan）

【13.２～】
●  円建てＩＲＳ
（Z-TIBORの
一部）

【14.２～】
●  円建てＩＲＳ
（アモチ等付）

【14. 11 ～】
●  円建てＩＲＳ（Z-TIBOR
の年限拡大、OIS）
【14.12 ～】
●  ＣＤＳ（シングルネーム）
●  円建てＩＲＳ（D-TIBOR）

【15.９～】
●  外貨建てＩＲＳ
（ドル、ユーロ、豪ドル）

【16.４】
●  ＬＣＨ免許付与
（外貨建てIRS限定）
【16.６】
●  ＣＭＥ免許付与（〃）

【14.６～】
ウォン建て追加

【13.４～】
●  制度開始
（対象は金商業者等）

【12. 11 ～】
●  保存開始
（対象は金商業者等） 【15.４～】

●  保険会社を対象に追加

適用除外期間は
16. 12まで

免許
審査等

BCBS-
IOSCO
報告書公表 国内制度の

検討

【12. 11 ～】
●  円建てＩＲＳ（LIBOR）
●  ＣＤＳ（iTraxx Japan）

【12. 11 ～】
●  対象は自社またはグループ
会社がＪＳＣＣの清算参加
者である金商業者等

【14. 12 ～】
●  対象を取引規模が
１兆円以上の金商
業者等に拡大

【15. 12 ～】
●  対象を取引規模が
3,000億円以上の金
商業者等に拡大

【16. 12 ～】
●  対象に信託・保険
会社（3,000億円
以上）を追加

【16.９～】
●  制度開始

【14.７～】
●  円建てＩＲＳ
（Z-TIBOR）を追加

制度対応のための準備期間

制度対応のための
業界準備期間

【15.９～】
●  制度開始
（対象は円建てＩＲＳ（プレーンバ
ニラ））



　

こ
れ
ら
の
取
組
み
に
よ
り
、
金
融

危
機
以
降
の
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
規
制
の
整
備
は
、
一
連
の
対
応
が

ひ
と
ま
ず
出
揃
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。マ

ー
ジ
ン
規
制
と 

清
算
機
関
の
利
用
拡
大

　

日
本
で
は
清
算
集
中
義
務
の
対
象

商
品
や
対
象
者
を
徐
々
に
広
げ
る
こ

と
に
よ
り
、
清
算
機
関
の
利
用
拡
大

が
図
ら
れ
て
き
た
が
、
今
後
は
マ
ー

ジ
ン
規
制
の
導
入
も
清
算
機
関
の
利

用
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

マ
ー
ジ
ン
規
制
の
効
果
と
し
て
、

あ
る
金
融
機
関
が
破
綻
し
た
場
合
に
、

取
引
相
手
は
証
拠
金
を
受
領
し
て
い

る
た
め
、
そ
の
影
響
が
限
定
さ
れ
、

ひ
い
て
は
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
へ
の

リ
ス
ク
の
伝
播
を
防
ぐ
こ
と
が
意
図

さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
清
算
集
中

さ
れ
な
い
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

を
行
う
金
融
機
関
に
一
定
の
証
拠
金

を
負
荷
と
し
て
課
す
こ
と
に
よ
り
、

清
算
機
関
の
利
用
を
促
す
こ
と
も
意

図
さ
れ
て
い
る
。

　

実
際
、
市
場
関
係
者
の
間
で
は
、

マ
ー
ジ
ン
規
制
の
適
用
を
見
据
え
て
、

規
制
適
用
前
で
あ
っ
て
も
、
清
算
機

関
が
取
扱
い
可
能
な
取
引
に
つ
い
て

は
清
算
機
関
を
利
用
す
る
動
き
も
あ

る
よ
う
だ
。
も
っ
と
も
、
マ
ー
ジ
ン

規
制
が
導
入
さ
れ
た
と
し
て
も
、
す

べ
て
の
取
引
に
お
い
て
清
算
機
関
を

利
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
清
算
機

関
を
利
用
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

清
算
集
中
義
務
の
対
象
商
品
や
対
象

者
の
範
囲
、
清
算
機
関
が
取
り
扱
う

そ
れ
以
外
の
商
品
、
清
算
参
加
者
の

範
囲
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
・
ク
リ
ア
リ

ン
グ
の
提
供
先
、
清
算
機
関
利
用
の

コ
ス
ト
、
銀
行
規
制
で
の
取
扱
い
な

ど
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
市
場
関
係

者
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

外
国
清
算
機
関
へ
の 

免
許
付
与

　

10
年
改
正
金
商
法
で
は
、
清
算
機

関
の
利
用
義
務
付
け
に
加
え
、
外
国

清
算
機
関
の
制
度
整
備
も
行
っ
た
。

こ
れ
は
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
が

多
い
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
世

界
で
清
算
機
関
の
利
用
が
拡
大
す
る

な
か
、
国
内
清
算
機
関
に
加
え
外
国

清
算
機
関
が
参
入
す
る
こ
と
で
金
融

機
関
の
選
択
肢
を
増
や
し
、
わ
が
国

金
融
市
場
の
利
便
性
や
魅
力
を
高
め

る
と
い
う
考
え
の
も
と
整
備
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　

外
国
清
算
機
関
と
し
て
参
入
す
る

に
は
内
閣
総
理
大
臣
（
金
融
庁
）
の

免
許
が
必
要
で
あ
り
、
金
商
法
の
免

許
審
査
基
準
等
に
基
づ
き
、
参
入
清

算
機
関
の
法
的
位
置
付
け
、
財
務
資

源
、
人
的
構
成
、
リ
ス
ク
管
理
、
業

務
の
健
全
性
な
ど
の
確
認
が
求
め
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
国
内
清
算
機
関
と

同
レ
ベ
ル
の
清
算
業
務
の
適
切
か
つ

確
実
な
遂
行
が
可
能
か
を
精
査
し
、

清
算
参
加
者
や
そ
の
顧
客
を
保
護
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
国

内
清
算
機
関
と
比
し
て
、
国
内
拠
点

設
置
義
務
、
最
低
資
本
金
規
制
の
一

部
の
規
定
を
緩
和
し
、
外
国
清
算
機

関
の
参
入
を
容
易
に
す
る
仕
組
み
も

同
時
に
整
え
た
。

　

こ
れ
ら
の
改
正
後
、
外
国
清
算
機

関
２
社
か
ら
免
許
の
申
請
が
あ
り
、

本
年
４
月
８
日
にL

C
H

. C
learnet 

L
td

に
対
し
て
、
６
月
１
日
にC

hi-
cago M

ercantile E
xchange Inc.

に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
免
許
を
付
与
し

た
。
現
在
、
両
社
が
わ
が
国
で
引
受

け
可
能
な
清
算
商
品
は
外
貨
建
て
金

利
ス
ワ
ッ
プ
の
み
で
は
あ
る
が
、
今

後
、
さ
ら
な
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の

拡
充
が
な
さ
れ
て
い
く
可
能
性
も
あ

る
。
そ
の
際
に
は
、
リ
ス
ク
管
理
、

業
務
の
健
全
性
等
の
観
点
か
ら
、
適

切
に
認
可
審
査
を
行
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

　

一
方
、
国
内
の
清
算
機
関
で
あ
る

Ｊ
Ｓ
Ｃ
Ｃ
も
、
12
年
以
来
、
ク
ロ
ス

マ
ー
ジ
ン
制
度
の
導
入
や
コ
ン
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
制
度
の
機
能
改
善
な
ど
種

々
の
サ
ー
ビ
ス
拡
充
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
14
年
12
月
に
は
Ｃ
Ｄ
Ｓ
の
シ

ン
グ
ル
ネ
ー
ム
（
個
別
銘
柄
）
が
、

15
年
９
月
に
は
外
貨
建
て
金
利
ス
ワ

ッ
プ
の
引
受
け
が
可
能
に
な
る
な
ど
、

清
算
引
受
け
可
能
な
商
品
も
拡
大
し

て
い
る
。
既
存
の
国
内
清
算
機
関
と

外
国
清
算
機
関
が
健
全
な
競
争
を
行

う
こ
と
で
、
わ
が
国
で
活
動
す
る
金

融
機
関
の
利
便
性
の
向
上
に
資
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
海
外
か
ら
わ
が
国
へ
の
参

入
が
あ
る
一
方
で
、
Ｊ
Ｓ
Ｃ
Ｃ
も
15

年
10
月
に
、
米
国
商
品
先
物
取
引
委

員
会
（
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
か
ら
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
清
算
機
関
と
し
て
の
登
録
免
除

を
受
け
る
な
ど
、
国
内
の
清
算
機
関

に
よ
る
海
外
へ
の
進
出
の
動
き
が
み

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ

ル
レ
ベ
ル
で
清
算
機
関
同
士
が
競
争

を
通
じ
て
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充

を
進
め
る
こ
と
は
望
ま
し
い
が
、
当

局
と
し
て
は
健
全
な
競
争
と
利
用
者

の
保
護
と
い
う
意
味
で
、
い
ま
ま
で
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以
上
に
注
視
が
必
要
だ
と
考
え
て
い

る
。清

算
機
関
の
利
用
の
拡
大
と 

リ
ス
ク
管
理
の
強
化

　

清
算
集
中
義
務
の
対
象
と
な
る
店

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
拡
大
し
、

マ
ー
ジ
ン
規
制
に
よ
る
清
算
機
関
の

利
用
の
促
進
や
、
清
算
機
関
の
競
争

に
よ
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
も

あ
り
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
維

持
に
お
け
る
清
算
機
関
の
重
要
性
が

一
層
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、

清
算
集
中
義
務
は
、
一
定
の
水
準
を

満
た
し
た
清
算
機
関
に
清
算
を
集
中

す
る
こ
と
で
、
金
融
機
関
同
士
の
入

り
組
ん
だ
無
数
の
取
引
網
に
個
々
に

対
応
す
る
よ
り
も
、
危
機
時
に
お
け

る
金
融
シ
ス
テ
ム
の
頑
健
性
が
高
ま

る
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。
一
方
、
清

算
機
関
へ
の
清
算
集
中
が
、
清
算
機

関
自
身
が
破
綻
し
た
場
合
に
清
算
機

関
を
起
点
と
す
る
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・

リ
ス
ク
の
源
泉
に
な
る
可
能
性
へ
の

認
識
が
高
ま
り
、
国
際
的
に
も
清
算

機
関
の
リ
ス
ク
管
理
の
強
化
に
つ
い

て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

清
算
機
関
を
は
じ
め
と
す
る
金
融

市
場
イ
ン
フ
ラ
（
Ｆ
Ｍ
Ｉ
）
の
リ
ス

ク
管
理
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て

は
、
決
済
・
市
場
イ
ン
フ
ラ
委
員
会

－

証
券
監
督
者
国
際
機
構
（
Ｃ
Ｐ
Ｍ

Ｉ

－

Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
が
12
年
に
「
金

融
市
場
イ
ン
フ
ラ
の
た
め
の
原
則

（
Ｆ
Ｍ
Ｉ
原
則
）」
を
公
表
し
て
お

り
、
わ
が
国
で
も
そ
れ
を
ふ
ま
え
、

13
年
に
「
清
算
・
振
替
機
関
等
向
け

の
総
合
的
な
監
督
指
針
」
を
公
表
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
国
内

の
清
算
機
関
等
に
お
い
て
も
リ
ス
ク

管
理
の
強
化
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、

ま
た
、
国
内
の
清
算
機
関
等
の
Ｆ
Ｍ

Ｉ
原
則
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
は
、

監
督
指
針
・
Ｆ
Ｍ
Ｉ
原
則
に
沿
っ
て

各
社
が
開
示
資
料
を
公
表
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｃ
Ｐ
Ｍ
Ｉ

－

Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
で

は
、
各
国
に
お
け
る
Ｆ
Ｍ
Ｉ
原
則
の

実
施
状
況
に
つ
い
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

作
業
（
注
４
）
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

　

14
年
に
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｍ
Ｉ

－

Ｉ
Ｏ
Ｓ

Ｃ
Ｏ
が
「
金
融
市
場
イ
ン
フ
ラ
の
再

建
」、
金
融
安
定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ

Ｂ
）
が
「
金
融
機
関
の
実
効
的
な
破

綻
処
理
の
枠
組
み
の
主
要
な
特
性

（K
ey A

ttributes

）
の
Ｆ
Ｍ
Ｉ
お

よ
び
Ｆ
Ｍ
Ｉ
参
加
者
の
破
綻
に
関
す

る
付
属
文
書
（
主
要
な
特
性
に
関
す

る
Ｆ
Ｍ
Ｉ
付
属
文
書
）」（
注
５
）
を

そ
れ
ぞ
れ
公
表
し
た
。

　

そ
の
後
、
問
題
意
識
の
さ
ら
な
る

高
ま
り
も
あ
り
、
15
年
４
月
に
は
、

Ｆ
Ｓ
Ｂ
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員

会
（
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）、
Ｃ
Ｐ
Ｍ
Ｉ
、
Ｉ

Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
か
ら
「
２
０
１
５
年
清
算

機
関
作
業
計
画
」
が
公
表
さ
れ
た
。

そ
の
な
か
で
清
算
機
関
の
強
靭
性
、

再
建
、
処
理
可
能
性
の
検
討
が
優
先

課
題
と
さ
れ
、
現
在
、
実
態
調
査
・

分
析
、
Ｆ
Ｍ
Ｉ
原
則
等
の
追
加
ガ
イ

ダ
ン
ス
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
る
（
注
６
）。

「
２
０
１
５
年
清
算
機
関
作
業
計 

画
」
は
、
清
算
機
関
の
強
靭
性 

（R
esilience

）・
再
建
（R

ecov-
ery

）の
議
論
、処
理
可
能
性
（R

e-  
solvability

）、相
互
依
存
性
（Inter-

dependency

）
か
ら
構
成
さ
れ
、

清
算
機
関
の
破
綻
の
蓋
然
性
を
低
減

す
る
こ
と
、
ま
た
破
綻
し
た
場
合
の

影
響
を
限
定
す
る
こ
と

―
の
二
本

立
て
の
施
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
前

者
は
強
靭
性
・
再
建
の
議
論
、
後
者

は
処
理
可
能
性
・
相
互
依
存
性
の
議

論
が
該
当
す
る
が
、
強
靭
性
を
高
め

る
こ
と
で
破
綻
し
た
場
合
の
影
響
を

減
少
さ
せ
、
ま
た
、
秩
序
あ
る
処
理

可
能
性
の
道
筋
を
示
し
て
お
く
こ
と

で
市
場
の
心
理
的
不
安
を
緩
和
し
、

破
綻
の
蓋
然
性
を
低
減
さ
せ
る
（
強

靱
性
を
高
め
る
）
と
い
う
関
係
に
あ

る
と
い
え
る
。

　

清
算
機
関
の
強
靱
性
・
再
建
に
つ

い
て
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｍ
Ｉ

－

Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ

に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ま
た
は
ロ

ー
カ
ル
に
活
動
す
る
清
算
機
関
に
つ

い
て
Ｆ
Ｍ
Ｉ
原
則
の
リ
ス
ク
管
理
に

関
す
る
主
要
な
項
目
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
、

信
用
リ
ス
ク
、
証
拠
金
、
担
保
、
流

動
性
リ
ス
ク
、
再
建
）
に
つ
い
て
の

遵
守
状
況
の
評
価
と
、
ス
ト
レ
ス
テ

ス
ト
等
に
関
す
る
Ｆ
Ｍ
Ｉ
原
則
の
追

加
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
策
定
の
検
討
が
行

わ
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
報

告
書
の
公
表
が
、
後
者
に
つ
い
て
は

追
加
ガ
イ
ダ
ン
ス
案
の
公
表
が
、
本

年
半
ば
を
メ
ド
に
行
わ
れ
る
予
定
で

あ
る
。

　

清
算
機
関
の
破
綻
可
能
性
に
つ
い

て
は
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
傘
下
の
下
部
部
会
の

ｆ
ｍ
ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｍ
（
Ｆ
Ｍ
Ｉ
に
関
す

る
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
危
機
管
理
グ
ル

ー
プ
）
が
設
立
さ
れ
、
Ｆ
Ｍ
Ｉ
破
綻

に
関
す
る
各
国
の
制
度
等
の
実
態
調

査
や
上
述
の
「
主
要
な
特
性
に
関
す

る
Ｆ
Ｍ
Ｉ
付
属
文
書
」
に
関
す
る
追

加
ガ
イ
ダ
ン
ス
等
の
策
定
の
検
討
が

行
わ
れ
て
お
り
、
本
年
中
に
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
付
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

相
互
依
存
性
に
つ
い
て
は
、
清
算
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機
関
と
主
要
な
清
算
参
加
者
（
金
融

機
関
）
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
依
存

性
を
調
査
・
分
析
し
、
清
算
機
関
の

破
綻
が
金
融
機
関
や
他
の
清
算
参
加

者
に
与
え
る
影
響
や
、
主
要
な
清
算

参
加
者
の
破
綻
が
清
算
機
関
に
与
え

る
影
響
を
把
握
す
る
こ
と
が
企
図
さ

れ
て
い
る
。

今
後
の
規
制
・
監
督
に
お
け
る 

三
つ
の
留
意
点

　

筆
者
は
、
今
後
の
店
頭
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
規
制
や
清
算
機
関
等
の
規

制
・
監
督
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の

３
点
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。

　

第
一
に
、
銀
行
規
制
と
店
頭
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
規
制
と
の
調
和
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
18
年
１
月
の
実
施

に
向
け
て
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
銀

行
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
規
制
に
関
し

て
は
、
清
算
参
加
者
の
規
制
上
の
負

担
が
重
い
た
め
海
外
で
は
清
算
ブ
ロ

ー
カ
ー
業
務
か
ら
撤
退
す
る
金
融
機

関
が
相
次
ぎ
、
清
算
ブ
ロ
ー
カ
ー
の

数
が
減
少
し
た
。
こ
の
た
め
、
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
・
ク
リ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る

清
算
集
中
が
困
難
に
な
る
可
能
性
や
、

清
算
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
破
綻
が
生
じ
た

場
合
に
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
を
移
管
す
る
清
算
ブ
ロ
ー
カ
ー
が

み
つ
か
ら
ず
、
清
算
集
中
の
継
続
が

困
難
に
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
懸

念
が
表
明
さ
れ
て
き
た
。
レ
バ
レ
ッ

ジ
比
率
規
制
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ

う
に
清
算
機
関
利
用
の
デ
ィ
ス
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
る
と
い
う
市
場
参

加
者
や
Ｃ
Ｐ
Ｍ
Ｉ

－

Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
の

懸
念
を
ふ
ま
え
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
か
ら
変
動

証
拠
金
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
部
分
的

に
認
め
る
こ
と
や
、
清
算
集
中
取
引

に
関
連
す
る
顧
客
取
引
に
つ
い
て
さ

ら
に
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
削
減
す

る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｃ

Ｂ
Ｓ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
前
記
の
清
算
ブ
ロ
ー
カ
ー

の
減
少
に
つ
い
て
は
、
清
算
ブ
ロ
ー

カ
ー
の
独
占
・
寡
占
化
が
進
め
ば
、

金
融
シ
ス
テ
ム
上
の
リ
ス
ク
の
集
中

が
進
む
お
そ
れ
が
な
い
か
と
い
う
点

も
注
意
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
銀
行
と
清
算
機
関
と
の

違
い
を
ふ
ま
え
た
規
制
・
監
督
で
あ

る
。
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
規
制
、

と
り
わ
け
清
算
集
中
の
義
務
化
と
そ

の
後
の
国
際
的
な
清
算
機
関
の
リ
ス

ク
管
理
・
監
督
の
強
化
の
流
れ
を
み

る
と
、
銀
行
規
制
・
監
督
の
考
え
方

を
そ
の
ま
ま
清
算
機
関
規
制
・
監
督

に
適
用
し
よ
う
と
い
う
、
い
わ
ば
雁

行
形
態
型
と
も
い
え
る
傾
向
が
感
じ

ら
れ
る
。
確
か
に
清
算
集
中
の
義
務

化
に
よ
り
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性

維
持
に
お
け
る
清
算
機
関
の
重
要
性

が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
清
算
機
関
は
リ
ス
ク

テ
イ
ク
に
よ
っ
て
収
益
を
あ
げ
る
金

融
機
関
と
は
基
本
的
に
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
や
リ
ス
ク
特
性
が
異
な
っ
て
い

る
ほ
か
、
清
算
機
関
は
金
融
機
関
に

比
べ
て
代
替
可
能
性
が
低
い
と
い
っ

た
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
規
制

・
監
督
も
こ
う
し
た
特
徴
を
十
分
ふ

ま
え
る
必
要
が
あ
り
、
た
と
え
ば
、

国
際
的
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る

清
算
機
関
の
破
綻
可
能
性
と
そ
の
対

処
の
議
論
で
も
、
破
綻
処
理
そ
の
も

の
よ
り
も
、
危
機
時
に
清
算
機
関
の

機
能
を
ど
う
維
持
し
て
い
く
か
と
い

う
点
も
き
わ
め
て
重
要
と
考
え
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
清
算
機
関
の
利
用

を
通
じ
て
金
融
シ
ス
テ
ム
全
般
の
安

定
を
図
ろ
う
と
す
る
当
初
の
目
的
に

照
ら
し
、
銀
行
規
制
・
監
督
の
枠
組

み
を
清
算
機
関
規
制
・
監
督
の
た
め

に
無
批
判
に
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
適
切
性
を
慎
重
に
検
討
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
た
め
、
わ
が

国
の
清
算
機
関
の
規
制
・
監
督
で
得

ら
れ
た
経
験
や
情
報
等
を
国
際
的
な

議
論
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
は
、
今

後
の
清
算
機
関
規
制
・
監
督
の
枠
組

み
策
定
に
資
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
い

と
考
え
る
。

　

第
三
に
、
金
融
危
機
後
に
国
際
的

に
整
備
さ
れ
た
金
融
規
制
が
、
全
体

と
し
て
金
融
シ
ス
テ
ム
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
当
局

間
で
国
際
的
な
議
論
が
始
ま
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
本
年
３
月
に
東
京

で
開
催
さ
れ
た
Ｆ
Ｓ
Ｂ
本
会
合
で
も
、

規
制
の
予
期
せ
ぬ
結
果
に
つ
い
て
も

対
応
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
注

７
）。
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
ふ
ま

え
な
が
ら
、
国
際
的
な
議
論
へ
参
加

し
、
ひ
い
て
は
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

国
内
規
制
・
監
督
の
実
施
に
つ
な
げ

ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

（
な
お
、
本
稿
中
意
見
に
わ
た
る
部
分

は
、筆
者
の
個
人
的
な
見
解
で
あ
る
。）

（
注
）１　

拡
大
さ
れ
た
義
務
対
象
者
に
課

せ
ら
れ
る
清
算
集
中
義
務
の
対
象
商

品
は
、
円
貨
建
て
金
利
ス
ワ
ッ
プ
の

み
。

２　

日
本
に
お
け
る
清
算
集
中
制
度

の
概
要
に
つ
い
て
は
、
榎
本
雄
一
朗
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・
塚
本
晃
浩
「「
清
算
集
中
制
度
」

の
概
要
と
今
後
の
見
通
し
」（
本
誌

14
年
10
月
27
日
号
58
〜
62
ペ
ー
ジ
）

を
参
照
。

３　

日
本
に
お
け
る
マ
ー
ジ
ン
規
制

の
概
要
に
つ
い
て
は
、
宮
本
孝
男
・

白
澤
光
音
・
朝
倉
利
恵
「「
非
清
算

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
証

拠
金
規
制
」
の
最
終
化
」（
本
誌
16

年
４
月
11
日
号
40
〜
47
ペ
ー
ジ
）
を

参
照
。

４　

日
本
は
、
国
内
法
・
規
制
枠
組

み
の
整
備
状
況
（http://w

w
w.fsa.

g
o.jp

/in
ter/ios/20130813-3.

htm
l

）、
国
内
法
・
規
制
枠
組
み
と

Ｆ
Ｍ
Ｉ
原
則
の
整
合
性
（http://

w
w

w
.fsa.go.jp/inter/ios/201502 

03-1.htm
l

）、
当
局
の
責
務（http://

w
w

w
.fsa.go.jp/inter/ios/201512 

03-1.htm
l

）の
す
べ
て
に
つ
い
て
、

Ｆ
Ｍ
Ｉ
原
則
を
満
た
し
て
い
る
と

の
評
価
を
受
け
て
い
る
。
現
在
、
Ｆ

Ｍ
Ｉ
原
則
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る

主
要
な
項
目
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
信
用

リ
ス
ク
、
証
拠
金
、
担
保
、
流
動
性

リ
ス
ク
、
再
建
）
に
つ
い
て
、
個
別

の
清
算
機
関
に
お
け
る
遵
守
状
況
の

評
価
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

５　

11
年
に
公
表
さ
れ
たK

ey A
t-

tributes

は
、
お
も
に
銀
行
等
の
金

融
機
関
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
た
。

６　

本
年
３
月
の
Ｆ
Ｓ
Ｂ
の
プ
レ
ス

リ
リ
ー
ス
（
注
７
参
照
）
で
も
、
清

算
機
関
関
連
施
策
は
16
年
の
優
先
課

題
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

７　

M
eeting of the F

inancial Sta-
bility B

oard in Tokyo on 30-31 
M

arch, 31 M
arch 2016.

み
や
も
と　

た
か
お

02
年
東
京
大
学
経
済
学
部
卒
、
同
年

金
融
庁
入
庁
。
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学

Ｍ
Ｂ
Ａ
。
銀
行
第
一
課
課
長
補
佐
、

保
険
監
督
者
国
際
機
構
（
Ｉ
Ａ
Ｉ

Ｓ
）
事
務
局
、
金
融
担
当
副
大
臣
秘

書
官
等
を
経
て
、
16
年
か
ら
企
画
課

総
括
課
長
補
佐
。

え
の
も
と　

ゆ
う
い
ち
ろ
う

03
年
英
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
大
学
・
院

卒
、
同
年
日
本
取
引
所
入
所
。
07
年

金
融
庁
に
転
籍
。
国
際
室
課
長
補

佐
、
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
代
表
理
事
会
議
長

補
佐
官
、
米
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ

Ｅ
Ｃ
）
等
を
経
て
、
16
年
か
ら
監
督

管
理
官
（
健
全
性
基
準
）。

は
ぶ
ち　

た
か
ひ
で

01
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
、
同
年
日

本
銀
行
入
行
。
デ
ュ
ー
ク
大
学
Ｍ
Ｂ

Ａ
。
金
融
機
構
局
、
金
融
研
究
所
、

総
務
人
事
局
、
国
際
局
等
を
経
て
、

14
年
か
ら
現
職
（
金
融
庁
に
出
向

中
）。
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